
（仮称）門真市自治基本条例を考える市民検討委員会 
第８回検討部会 概要 

 
日 時 平成２３年４月２２日（金）午後７時～９時 
場 所 門真市立文化会館１階ホール 
出席者 市民委員  参加者１５名 欠席者７名 
    学識経験者 今川 晃同志社大学教授、南島 和久神戸学院大学准教授 
    職員ＷＧ  参加者７名 欠席者１３名 
    傍聴者   １０名 
 
主な内容  
１．条例前文について 

事前に市民委員より提出された条例

前文案を今川委員長（学識経験者）が

集約し、それをたたき台に班に分かれ

議論しました。（各班の発表まとめは

写真をご覧ください。） 

各班の議論をまとめた上で、発表を

行いました。 
主な内容として、次のものが挙げら

れました。（議論の基となった条例前

文案は【参考資料】をご覧ください。） 

◎色々な言葉が入りすぎて、どう

いうまちを目指すのかわかりにくいので、もっと簡潔にしたほうがよいのではな

いか。 

◎自治基本条例の意味、必要性は、前文で述べる必要があるのではないか。 
 ◎子どもにもわかるような言葉遣いにするべきだが、まずは大人がわかるような前

文を作らなければならない。 

 

また、以下の点については意見が分かれました。 

 ◎自治基本条例という条例の名称自体を、「まちづくり条例」など、もっとわかり

やすいものにしたほうがよいのではないかという意見と、反対に「自治」という

言葉を絶対入れるべきであるという意見に分かれました。 
◎それぞれの役割を明確にし、自覚を促すためにも市役所・議会の役割を前文に入

れるべきだという意見と、それぞれの役割は条例の中に入っており、内容が重複

するため前文では割愛すべきだという意見に分かれました。 



これらの意見が分かれたものについては、条例の全体像にも関わる内容ですので、

次回の検討部会で改めて議論することになりました。 

 
２．次回の検討部会について 
   次回の検討部会では、条例の全体像、条例の名称について議論を進めていきます。 
    
３．第１０回検討部会の日程調整など（事務局より） 

６月５日（日）午後２時より門真市民プラザ２階 生涯学習センター多目的室にて

開催が決定しました。 
傍聴席をご用意しておりますので、ぜひお越しください。 
 

【今後の予定】 
 第９回検討部会 
  日時 平成２３年５月１３日（金）午後７時～午後９時 
  場所 門真市文化会館 １階ホール 
  内容 自治基本条例全体像・条例の名称について 
 

 


